
「特定健診受診のお願い」「特定健診受診のお願い」をを
送付送付しますします

　特定健診「集合契約Aタイプ」は受診に必要な【受診券】を送付しておりますので、今回お送りしました
ハガキの【特定健診受診までの流れ】に沿って、ご予約のうえ受診ください。
　※自己負担金額は1,500円（消費税込）です。
　※受診券の有効期限は令和8年3月31日までとなります。
　※再発行等の場合は、健康管理課までご連絡ください。
　その他の健診として、生活習慣病予防健診（B、D2区分）、総合健診（日帰
り人間ドック）もございますので、当組合ホームページでご確認ください。
　また、パート先など、当組合で実施している健診以外で特定健診の検査項目を含む健診を受診した
40歳以上の被扶養者の方は、「健康診断結果表」のコピーと、特定健診「質問票」を健康管理課へご提出
いただきますよう、ご協力をお願いいたします。

特定健診「集合契約Aタイプ」について

東京実業健康保険組合　健康管理課　　�〒103-8465 東京都中央区東日本橋3-10-4 
TEL 03-3663-1361㈹問合せ

　今回のご案内は、令和7年4月か
ら令和7年10月末日までに健診を
受けていない、または、当組合の契
約健診（医療）機関以外で受診し、ま
だ結果のご提出をいただいていない
40歳から74歳の被扶養者の方を
対象に送付いたします。お手元に通
知が届いた方は、ご自身の健康状態
を把握するためにも年に1度の特定
健診を受診していただきますよう、
お願いいたします。

料 金 別納
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重 要

特定健診受診のお願い

＜お問合せ＞

東京実業健康保険組合 　健康管理課
〒103-8465
　東京都中央区東日本橋３－10－４
　電話番号：03－3663－1361㈹

ご注意ください！
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当組合で実施している健康診断は、1
年度1回（4月～翌年3月）の受診です。

生活習慣病予防健診（Ｂ区分、C3区
分、Ｄ2区分）、総合健診（日帰り人間
ドック）、特定健診（Ｅ区分）を今年度中
に受診予定の方、または受診済の方
は、特定健診の申込みおよび受診す
ることはできません。

※すでに生活習慣病予防健診、総合健診
（日帰り人間ドック）および特定健診を受診
済および申込み済の方は、行き違いですの
でご容赦ください。

⇦ここからゆっくりとはがしてご覧ください。

特定健診を受診しましょう
当組合では、糖尿病、高脂血症、高血圧
などの「生活習慣病の予防」を目的として
特定健診を実施しています。
受診期限が令和 8年 3月 31日までと
迫っております！
年度末は健診機関も混みあい、予約がなかなか
取れない状況となることが予想されますので、
早めのご予約をお勧めいたします。

このご案内は……
令和7年 10月 31日現在、令和 7年度の
健康診断を受診していない 40歳以上（令
和 8年 3月末現在）の被扶養者の方を対象
に送付しています。

特定健診について

費用

主な
検査項目

質問票、身体計測、血圧測定、検尿、理学的検査
（身体診察）、血液検査（脂質検査、血糖検査、
肝機能検査）

1 , 5 0 0 円

【特定健診受診までの流れ】

受診券をご用意ください。
受診券は、令和７年６月に
ご自宅宛に送付しております。
★受診券が無い場合は、
　問合せ先までご連絡ください。

受診券ハガキに記載の契約健診
（医療）機関から、希望する契約健
診（医療）機関に直接電話にて予約してください。

受診当日は「受診券」と、「マイナ保険証・資格確
認書」のいずれかを持参してください。

毎年、必ず受診して、ご自身の
健康状態をチェックしましょう！
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当組合の契約健診（医療）機関以外で
特定健診を受診した方へ
パート先等で特定健診の検査項目を含む健康診断を
受けられた方は、「健診結果のコピー」と「特定健診
質問票※」を当組合へご提出くださいますようご協
力お願いいたします。

※特定健診質問票は、当組合ホームページよりダウ
ンロードできます。

重　要

特定健診のご案内

年に1回の健診で健康状態をチェックしましょう。

̶ 受診券在中 ̶

受診期限：2025年 3月 31日まで

40 歳から 74歳までの方を対象に
「糖尿病」「心筋梗塞」「脳卒中」などの
原因となる高血圧、脂質異常、高血糖
を発見するための健診です。

特定健診検査項目

診察・身長・体重・BMI・腹囲・血圧・
質問票（服薬歴、喫煙歴等）

血液検査

脂質

血糖

肝機能

検尿

中性脂肪、HDLコレステロール、
LDL コレステロール

空腹時血糖またはHbA1c

GOT、GPT、γ-GTP

尿糖、尿蛋白
※医師の判断で詳細な健診（心電図、眼底検査、貧血検査、
　血清クレアチニン検査）を追加で実施することがあります。

パート先などで健診を受診済みの場合

パート先などで特定健診の検査項目を含む健診を受けられ
た方は「健診結果のコピー」「質問票」を当組合へご提出
ください。

※健康保険組合は、特定健診・特定保健指導を実施し、その結果を国に
　報告することが義務付けられていますので、ぜひご協力ください。

＜提出方法＞

1 当組合ホームページから質問票をダウンロードしてください。

2 質問票に回答してください。

3 健診結果のコピーと質問票を当組合へ提出してください。

料金別納
特定健診とは

お問い合わせ
〒103-8465
東京都中央区東日本橋 3-10-4

東京実業健康保険組合 健康管理課
電話：03-3663-1361（代）
東実健保

※ハガキはイメージです
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